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令和６年３月末で

経過措置期間が終了する事項について
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令和６年３月末で経過措置が終了する項目について
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１ 虐待の防止

２ 業務継続計画の策定等

３ 認知症に係る基礎的な研修の受講

４ 居宅サービス事業者等における感染症の予防及びまん延の防止

のための措置

５ 介護保険施設等における感染症の予防及びまん延の防止のため

の訓練

６ 栄養管理

７ 口腔衛生の管理



経過措置期間の終了後の取扱いについて
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経過措置期間の終了

⇒経過措置期間が設けられていた事項について、対応が必須となる。

令和３年度の介護報酬改定及び指定基準の改正において、
３年の経過措置期間が設けられていた事項

⇒ 令和６年３月末で経過措置期間が終了

⇒ 令和６年４月以降、対応が必須
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項目ごとの対象サービス種別一覧

No. 項目 対象サービス種別

１ 虐待の防止 居宅サービス等／地域密着型サービス／居宅
介護支援等／介護予防サービス等／地域密着
型介護予防サービス／介護予防支援等／介護
老人福祉施設／特別養護老人ホーム／介護老
人保健施設／介護療養型医療施設／介護医療
院

２ 業務継続計画の策定等

３
認知症に係る基礎的な研
修の受講

４

居宅サービス事業者等に
おける感染症の予防及び
まん延の防止のための措
置

居宅サービス等／地域密着型サービス／
居宅介護支援等／介護予防サービス等／
地域密着型介護予防サービス／介護予防
支援等
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項目ごとの対象サービス種別一覧

No. 項目 対象サービス種別

５
介護保険施設等における
感染症の予防及びまん延
の防止のための訓練

介護老人福祉施設／特別養護老人ホーム
／介護老人保健施設／介護療養型医療施
設／介護医療院

６ 栄養管理 地域密着型介護老人福祉施設／介護老人
福祉施設／介護老人保健施設／介護療養
型医療施設／介護医療院７ 口腔衛生の管理



１ 虐待の防止
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【対象サービス種別】
居宅サービス等／地域密着型サービス／居宅介護支援等／介護予防サービス等
／地域密着型介護予防サービス／介護予防支援等／介護老人福祉施設／特別
養護老人ホーム／介護老人保健施設／介護療養型医療施設／介護医療院

令和６年４月以降、対応が義務づけられる事項

① 委員会の開催

② 指針の整備

③ 研修の実施

④ 担当者の設置



２ 業務継続計画の策定等
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【対象サービス種別】
居宅サービス等／地域密着型サービス／居宅介護支援等／介護予防サービス等
／地域密着型介護予防サービス／介護予防支援等／介護老人福祉施設／特別
養護老人ホーム／介護老人保健施設／介護療養型医療施設／介護医療院

令和６年４月以降、対応が義務づけられる事項

① 計画等の策定

② 研修の実施

③ 訓練の実施

④ 計画の定期的な見直し



３ 認知症に係る基礎的な研修の受講
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【対象サービス種別】
居宅サービス等／地域密着型サービス／居宅介護支援等／介護予防サービス等
／地域密着型介護予防サービス／介護予防支援等／介護老人福祉施設／特別
養護老人ホーム／介護老人保健施設／介護療養型医療施設／介護医療院

令和６年４月以降、対応が義務づけられる事項

① 認知症介護基礎研修の受講



４ 居宅サービス事業者等における感染症の予防及びまん延の防止のための措置
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【対象サービス種別】
居宅サービス等／地域密着型サービス／居宅介護支援等／介護予防サービス等
／地域密着型介護予防サービス／介護予防支援等

令和６年４月以降、対応が義務づけられる事項

① 委員会の開催

② 指針の整備

③ 研修の実施

④ 訓練の実施



５ 介護保険施設等における感染症の予防及びまん延の防止のための訓練
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【対象サービス種別】
居宅サービス等／地域密着型サービス／居宅介護支援等／介護予防サービス等
／地域密着型介護予防サービス／介護予防支援等

令和６年４月以降、対応が義務づけられる事項

① 訓練の実施



６ 栄養管理
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【対象サービス種別】
地域密着型介護老人福祉施設／介護老人福祉施設／介護老人保健施設／介護
療養型医療施設／介護医療院

令和６年４月以降、対応が義務づけられる事項

① 個別計画の作成

② 計画に基づく栄養管理

③ 栄養状態の記録

④ 計画の定期的な評価及び見直し



７ 口腔衛生の管理

12

【対象サービス種別】
地域密着型介護老人福祉施設／介護老人福祉施設／介護老人保健施設／介護
療養型医療施設／介護医療院

令和６年４月以降、対応が義務づけられる事項

① 個別計画の作成

② 計画に基づく口腔衛生の管理

③ 計画の定期的な見直し
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項目ごとの対応事項一覧

No. 項目 対応事項

１ 虐待の防止

① 委員会の開催
② 指針の整備
③ 研修の実施
④ 担当者の設置

２ 業務継続計画の策定等

① 計画等の策定
② 研修の実施
③ 訓練の実施
④ 計画の定期的な見直し

３
認知症に係る基礎的な研
修の受講

① 認知症介護基礎研修の受講
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項目ごとの対応事項一覧

No. 項目 対応事項

４

居宅サービス事業者等に
おける感染症の予防及び
まん延の防止のための措
置

① 委員会の開催
② 指針の整備
③ 研修の実施
④ 訓練の実施

５
介護保険施設等における
感染症の予防及びまん延
の防止のための訓練

① 訓練の実施
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項目ごとの対応事項一覧

No. 項目 対応事項

６ 栄養管理

① 個別計画の作成
② 計画に基づく栄養管理
③ 栄養状態の記録
④ 計画の定期的な評価及び見直し

７ 口腔衛生の管理
① 個別計画の作成
② 計画に基づく口腔衛生の管理
③ 計画の定期的な見直し



令和6年3月末で

経過措置期間が終了する事項について

以上で終了です。

御清聴ありがとうございました。
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